
 

 

 

 

裁  決  書  

 

                         

審査請求人が令和３年８月26日に提起した処分庁による住民基本台帳法（昭和42年法律第

81号）第20条第５項が準用する第12条第６項の規定に基づく戸籍の附票の写しの不交付決定

処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

第１ 事案の概要等 

 

１ 事案の概要 

本件は、処分庁が、審査請求人が行った自身の子（以下「子」という。）の戸籍の附票

の写しの交付請求（以下「本件申請」という。）について、令和３年７月９日付けで行っ

た住民基本台帳法（以下「法」という。）第20条第５項が準用する第12条第６項の規定に

基づく戸籍の附票の写しの不交付決定（以下「本件処分」という。）に対し、審査請求人

が、本件処分は、自身がドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等

（以下「ＤＶ等」という。）を行っていないにもかかわらず支援措置申出者の意見から一

方的になされた決定であり、違法又は不当なものである等と主張して、処分の取消しを求

める事案である。 

 

第２ 事実関係等 

 

１ 関係法令等の定め（本件処分に係る根拠法令等） 

（１）住民基本台帳法 

   本件に関係する法律として、法では、以下のように規定する。なお、四角囲み内は、

条文等の引用である（以下同じ。）。 

（目的） 

第１条 この法律は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において、住民の居住関

係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするととも

に住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な

管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を

定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化

に資することを目的とする。 



 

 

（本人等の請求による住民票の写し等の交付） 

第12条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者（当該市町村の市町村長が

その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあ

っては、当該住民票から除かれた者（その者に係る全部の記載が市町村長の過誤に

よってされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。）を含む。次条第１項におい

て同じ。）は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する

者に係る住民票の写し（第６条第３項の規定により磁気ディスクをもって住民票を

調製している市町村にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書

類。以下同じ。）又は住民票に記載をした事項に関する証明書（以下「住民票記載

事項証明書」という。）の交付を請求することができる。 

２ 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明

らかにしてしなければならない。 

一 当該請求をする者の氏名及び住所 

二 現に請求の任に当たっている者が、請求をする者の代理人であるときその他請

求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者の氏名及び

住所 

三 当該請求の対象とする者の氏名 

四 前３号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 

３ 第１項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者

は、市町村長に対し、個人番号カード（番号利用法第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。以下同じ。）を提示する方法その他の総務省令で定める方法によ

り、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならな

い。 

４～５ （略） 

６ 市町村長は、第１項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなとき

は、これを拒むことができる。 

７ （略） 

（戸籍の附票の写しの交付） 

第20条 市町村が備える戸籍の附票に記録されている者（当該戸籍の附票から除かれ

た者（その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によってされ、かつ、当該記載が

消除された者を除く。）を含む。次項において同じ。）又はその配偶者、直系尊属

若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票

の写し（第16条第２項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製してい

る市町村にあっては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項

及び第３項並びに第46条第２号において同じ。）の交付を請求することができる。 

２～４ （略） 

５ 第12条第２項から第７項までの規定は第１項の請求について、第12条の２第２項

から第５項までの規定は第２項の請求について、第12条の３第４項から第９項まで

の規定は前２項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの



 

 

規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住

民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の写し」と読み替えるほか、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

  表 （略） 

（行政手続法の適用除外） 

第32条 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法（平成５

年法律第88号）第２章及び第３章の規定は、適用しない。 

 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

本件に関係する法律として、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）では、以下のように規

定する。 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴

力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以

下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第28

条の２において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ （略） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自

立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その

他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当

たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう

努めるものとする。 

 

（３）住民基本台帳事務処理要領 

本件に関係する国からの通知として、住民基本台帳事務処理要領（昭和42年10月４日

法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号（需給）・自治

振第150号。以下「法務省要領」という。）では、以下のように定められている。 

第５ その他 

10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の

写し等の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害



 

 

者の保護のための措置 

（略） 

ア 申出の受付 

（ア）申出者 

市町村長は、その備える住民基本台帳に記録又はその作成する戸籍の附票に

記載されている者で、次に掲げる者から、コに掲げる支援措置の実施を求める

旨の申出を受け付ける。 

Ａ 配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、暴力によ

りその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの 

Ｂ ストーカー規制法第６条に規定するストーカー行為等の被害者であり、か

つ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれが

あるもの 

Ｃ 児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であ

り、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けること

に支障が生じるおそれがあるもの 

Ｄ その他ＡからＣまでに掲げるものに準ずるもの 

（イ）申出者と同一の住所を有する者 

    市町村長は、申出者が、その同一の住所を有する者について、申出者と併せ

て支援措置を実施することを求める場合には、その旨の申出を併せて受け付け

る。 

（ウ）～（オ） （略） 

イ 支援の必要性の確認 

（ア）申出者 

当初受付市町村長は、申出者が、ア‐（ア）に掲げる者に該当し、かつ、加

害者が、当該申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うお

それがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センタ

ー等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはス

トーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認す

る。 

この場合において、市町村長は、上記以外の適切な方法がある場合には、そ

の方法により確認することとしても差し支えない。 

（イ）申出者と同一の住所を有する者 

    当初受付市町村長は、ア‐(イ)の申出を受けている場合には、加害者が、申

出者の住所を探索する目的で、当該申出者と同一の住所を有する者の住民基本

台帳の閲覧等の申出を行うおそれがあると認められるかどうかについて、併せ

て（ア）と同様の確認を行う。 

ウ～オ （略） 

カ 支援措置の期間 

支援措置の期間は、いずれの市町村における支援措置についても、ウに基づき



 

 

当初受付市町村長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して１年とする。 

キ 支援措置の延長 

当初受付市町村長は、支援措置の期間終了の１月前から、支援措置の延長の申

出を受けるものとし、申出があった場合には、イからオまでの例により処理す

る。延長後の支援措置の期間は、いずれの市町村における支援措置についても、

延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して１年とする。 

ク、ケ （略） 

コ 支援措置 

（ア）住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出に係る支援措置 

Ａ 市町村長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、

以下のように取り扱う。 

（Ａ）～（Ｂ） （略） 

（Ｃ）その他の第三者から申出がなされた場合 

加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させることがないよう、

十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。 

加害者の氏名が変更している場合、加害者が旧氏や通称を用いて申出を行う

場合、被害者が加害者を旧氏や通称のみをもって把握しており、かつ、加害者

が旧氏や通称を変更している場合等があり得るため、住民基本台帳ネットワー

クシステムの本人確認情報を利用して申出者が加害者であるかを確認すること

が適当である。 

また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧させることがない

よう、利用の目的等について十分留意して厳格な審査を行うことが適当であ

る。 

なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして閲覧を請求

することも考えられるため、法第11条に基づく請求であっても、閲覧者につい

ては、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。 

Ｂ （略） 

（ア） （略） 

（イ）住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付の請求又は申出に係る支援 

措置 

市町村長は、支援対象者に係る住民票（世帯を単位とする住民票を作成してい

る場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前

の住民票を含む。）の写し等及び戸籍の附票（支援対象者に係る部分。また、消

除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。）の写しの交付について、

以下のように取り扱う。 

（Ａ）加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合 

不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の３第１項各号、

第15条の４第３項各号、第20条第３項各号若しくは第21条の３第３項各号に掲

げる者に該当しないとして申出を拒否する。 



 

 

ただし、（ア）－Ａ－（Ｃ）に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審

査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付す

る必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する必要

がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受けるな

どの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。 

（Ｂ）～（Ｃ） （略） 

サ （略） 

 

（４）ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置

に係る質疑応答について 

本件に関係する国からの通知として、「ドメスティック・バイオレンス及びストーカ

ー行為等の被害者の保護のための措置に係る質疑応答について」（平成16年５月31日総

行市第218号。以下「総務省質疑応答通知」という。）では、以下のように定められて

いる。 

１ （略） 

２ 申出の受付 

（問２）申出書の様式如何。 

（答）別紙の例によることとして下さい。 

（問３）１５才未満の者及び成年被後見人については、法定代理人及び成年後見人に

限るものとしてよいか。【ア―(ｵ)関係】 

（答）そのような取扱いが適当です。 

３ 支援の必要性の確認 

（問４）警察の意見の聴取はどのようにすべきか。【イ―(ｱ)及び(ｲ)関係】 

（答）(1) 申出者が、事前に警察本部又は警察署（以下「警察署等」という。）に

相談している場合は、原則として次のとおり取り扱うことが適当です。 

ア 当該申出者（被害者）について、警察署等から事前に電話等で閲覧制限

等について連絡がなされている場合には、申出者が提出する申出書の警察

等の意見欄で、警察の意見を確認して下さい。 

イ 警察署等から事前に電話等の連絡がない場合にあっては、申出者の提出

した申出書に警察等の意見が付されている場合には、当該警察署等に電話

で当該意見が間違いないことを確認して下さい。 

ウ 警察等の意見欄には意見が付されていないが、申出者が相談先の欄に警

察署等の連絡先を記入している場合には、当該警察署等に電話で連絡の

上、申出書を警察署等に送付し、書面にて意見を聴取することが適当で

す。 

(2) 申出者が、事前に警察署等に相談していない場合は、原則として申出者

に警察への相談を促すとともに、事後、警察署等に申出書を送付して意見照

会し、警察の意見を聴取することが適当です。 

なお、本措置を実施するにあたっては、警察の意見を聴取することが重要



 

 

ですので、以上のように原則として文書により警察の意見を確認することが

適当ですが、被害者の保護のため特に必要がある場合には、電話等により意

見を聴取し、迅速に手続きを進めることが適当です。 

また、あらかじめ警察署等の連絡窓口の確認や申出書を警察署等に事前配

布しておくなど、手続きが円滑に進むように、警察と十分な連携を図ってお

くことが大切です。 

４－６ （略） 

（別紙） （別紙１のとおり） 

  ※ 上記の別紙様式「支援措置申出書」については、「ドメスティック・バイオレンス、

ストーカー行為等の被害者の保護のための措置に係る支援措置申出書の様式の変更と

児童虐待等の被害者の支援措置の実施に関する留意点について」（平成24年9月26日

総行住第89号）により、別紙２のとおり様式変更がされている。 

 

 （５）大阪市住民基本台帳事務処理要領 

本件に関係する大阪市の内規として、大阪市住民基本台帳事務処理要領（令和２年12

月大阪市市民局。以下「市要領」という。）では、以下のように定められている。 

第７章 その他 

８ ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等（以下「ＤＶ

等」という） の被害者の保護のための支援措置 

ＤＶ等の被害者及び加害者について、申出に基づきあらかじめ把握することで、

加害者が、住民票の閲覧や写し等の交付並びに戸籍附票の写し等の交付制度を不当

に利用して、被害者の住所の探索することを防止し、もって被害者の保護を図るこ

とを目的とするものである。 

(1) 申出の受付 

① 住民基本台帳又は戸籍附票に記載されている者で、次に掲げる者から支援措

置の実施を求める旨の申出を受け付ける。 

ア 配偶者暴力防止法第１条第１項に規定する被害者であり、かつ、暴力によ

りその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの 

イ ストーカー規制法第２条に規定するストーカー行為等の被害者であり、か

つ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの 

ウ 児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であ

り、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けること

に支障が生じるおそれがあるもの、及び18歳以上であって、児童福祉施設に

入所しているもの 

エ その他アからウまでに掲げるものに準ずるもの 

例）・児童虐待を受けた児童が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする

もの 

・高齢者や障害者虐待の被害者等 

② 申出者と併せて同一の住所を有する者について、支援措置を実施することを



 

 

求める場合には、併せてその申し出を受け付ける。 

③～⑤ （略） 

(2)、(3) （略） 

(4) 支援措置の期間 

   確認の結果を申出者に連絡した日から起算して１年とする。 

(5) 支援措置の延長 

   支援措置の期間終了の１月前から、支援措置の延長の申出を受けつけるものと

する。延長後の支援期間は、延長前の支援期間終了日の翌日から起算して１年と

する。 

(6) （略） 

(7) 支援措置 

① （略） 

② 交付請求（申出）における支援措置 

ア 加害者からの請求がなされた場合 

Ａ 住民票の写し等の交付申出には、法第12条の３第１項の各号に掲げる者

（法第20条３の附票の写しの交付申出について同じ）に該当しないものと

して、法第12条第６項（これを準用する法第20条１項に係る附票の写しの

交付請求についても同じ）に基づき、不当な目的によるものとして拒否を

する。  

Ｂ ただし、請求（申出）に特別の必要があると認められる場合には、交付

する必要がある機関等からの直接請求を受ける、加害者の了解を得て交付

する必要がある機関等に直接交付することとする。  

Ｃ 加害者等から訴訟手続きで被害者の住民票の写し等交付請求があった場

合は、裁判所において手続の教示を受けられることを説明した上で、具体

的な手続については裁判所に相談するよう案内する。 

裁判所から、訴訟の被告に関する民事訴訟法第151条若しくは第186条又は

家事事件手続法第62条に基く、被告の住所に関する調査嘱託があればこれ

に回答する。 

以下 （略） 

 

 （６）ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者支援に

かかる住民基本台帳事務処理マニュアル 

本件に関係する大阪市の手続マニュアルとして、ドメスティック・バイオレンス、ス

トーカー行為等及び児童虐待等の被害者支援にかかる住民基本台帳事務処理マニュアル

（令和２年４月１日改正。以下「市マニュアル」という。）では、以下のように定めら

れている。 

１～２ （略） 

３ 住民登録地における支援 

(1) （略） 



 

 

(2) 支援の必要性の確認 

申出を受けた区は、申出書に記載された内容について、住民基本台帳事務にお

ける「支援の必要性の有無」について確認を行うこととする。支援の確認につい

ては、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等又は区役所保健福祉セ

ンター（以下「警察等」という。）の意見若しくは裁判所が発行した保護命令・

禁止命令にかかる決定の謄本により行うこととする。この場合は、決定の謄本を

複写することとし、申請書とともに保管する。 

意見については、以下により相談を受けている所轄の警察署、配偶者暴力相談

支援センター、保健福祉センター、児童相談所等へ確認することとする。 

事例 確認方法 

被害者について、警察等から事前

に連絡がなされている場合 

申出者が持参している申出書の

「警察等の意見欄」で確認する。 

事前に連絡はないが、申出書に警

察等の意見が付されている場合 

当該意見が間違いでないか意見を

付している機関に確認する。 

申出者が「相談先欄」に警察等の

連絡先を記入している場合 

当該相談先に電話確認のうえ、申

出書を送付し、書面により意見を

聴取する。 

早急に被害者支援を行う必要があ

る場合 

当該相談先に電話等により意見を

聴取し確認する。 

以下略 

 

２ 処分の内容及び理由 

処分庁は、審査請求人の戸籍の附票の写しの請求において対象とする者（以下「請求

対象者」という。）が法務省要領第５－10に定める支援措置の対象者（以下「支援対象

者」という。）であることから、法第20条第５項が準用する第12条第６項の規定に基づ

き、不当な目的によることが明らかであるとして、不交付決定を行ったものである。 

なお、上記支援対象者であることの前提となった支援措置は、請求対象者の母親であ

る審査請求人の元配偶者（以下「元配偶者」という。）から、令和２年12月24日付け支

援措置申出書が提出されたことを受けて処分庁により決定され、さらに、令和３年５月

６日付けで戸籍の附票の写しも対象に加える旨の変更申し出がなされたものである。 

そして、その適否については、法務省要領第５－10及び市要領第７章－８に当てはめ

た結果から、適切とするものである。 

 

 ３ 審理手続の経過 

令和３年８月26日、審査請求人は、行政不服審査法第２条に基づいて、本件処分に対

する審査請求を行った。 

令和３年９月６日、審理員が指名された。 

令和３年９月29日、処分庁より審理員に弁明書が提出された。 

令和３年11月17日、審査請求人より、審理員に反論書が提出された。 



 

 

令和３年12月10日、処分庁より、審理員に再弁明書が提出された。 

令和３年12月28日、審査請求人より、審理員に再反論書が提出された。 

令和４年３月１日、審理員より、審査庁に審理員意見書が提出された。 

令和４年３月11日、審査庁が大阪市行政不服審査会（以下「審査会」という。）に諮

問した。 

令和４年４月11日、審査請求人及び審査庁より、審査会に主張書面が提出された。 

令和４年４月25日、審査庁より、審査会に主張書面が提出された。 

令和４年４月27日、審査会において審議を行った。 

令和４年５月26日、審査請求人より、審査会に主張書面が提出された。 

令和４年６月７日、審査会において審議を行った。 

令和４年６月23日、審査会において審議を行った。 

令和４年６月30日、審査会において審議を行った。 

令和４年７月８日、審査会において審査請求人の口頭意見陳述及び審議を行った。 

令和４年８月17日、審査会において審議を行った。 

令和４年９月15日、審査請求人及び審査庁より、審査会に主張書面が提出された。 

令和４年９月30日、審査会において審議を行った。 

令和４年10月18日、審査請求人及び審査庁より、審査会に主張書面が提出された。 

令和４年11月15日、審査会において審議を行った。 

令和４年11月29日、審査会において審議を行った。 

令和４年12月15日、審査会が審査庁に答申した（令和３年度諮問第24号）。 

 

第３ 審理関係者の主張の趣旨 

 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人がＤＶ等の加害者であるという理由により本件処分がなされたことは、事実

誤認（被害者が虚偽の申請をしており、事実無根であり、捏造されたものである）かつ審

査請求人への事情聴取がなされていない一方的な決定であり、具体的にどのようなＤＶ等

を行ったのかの説明がないため、本件処分の取消しを求める。 

本件申請は、子の身に何かあった際に駆け付けることができるように、あらかじめ住所

を把握しておくことを目的としたものである。元配偶者や子に対して、ＤＶ等を行った事

実がないことから、本件処分は違法・不当である。 

 

２ 処分庁の主張 

本件処分は、法務省要領第５‐10に基づき、被害者からの支援措置申出を受け、支援の

必要性を確認し、住民票の写し等について、加害者からの交付請求について、市要領第７

章‐８‐(7)‐②‐ア‐Ａに基づき、不当な目的によるものとして拒否していることから、

上記両要領に則った適正な処分である。 

支援の必要性については、法務省要領第５‐10に基づき「警察、配偶者暴力相談支援セ

ンター、児童相談所又は区役所保健福祉センター等の意見を聴取し、又は裁判所の発行す

る保護命令決定書の写し等の提出を求めることにより確認する」こととされており、意見



 

 

付与機関（相談機関中支援措置希望者からの相談を受けて支援の必要性を認めた場合に支

援措置申出書に意見付与を行う機関をいう。以下同じ。）の支援が必要との意見に基づき

支援措置を決定していることから適法な処分であり、事実誤認、審査請求人への事情聴取

がないこと及び審査請求人への具体的な説明がないことについての審査請求人の主張は失

当である。 

 

第４ 論点整理 

 

本件処分は、審査請求人が行った本件請求について、法務省要領に基づく支援措置実施

対象者であることを理由に法第20条第５項が準用する第12条第６項を適用して請求を拒否

したものであるところ、同法においては「請求が不当な目的によることが明らかなときは、

これを拒むことができる。」と規定されており、どのような場合に「不当な目的によるこ

とが明らか」であるかについては同法に具体的な規定がなく、処分庁の裁量に委ねられて

いるところである。 

その基準を具体的に示したものが法務省要領及び市要領の支援措置にかかる定めであり、

仮にこれらの定めが法の趣旨に反するものであれば、当該基準に当てはめた結果も違法と

なり得ることから、まず、それらの合理性について判断する必要がある（論点１）。 

次に、その基準となる法務省要領及び市要領等の支援措置にかかる定めが合理的であっ

ても、支援措置にかかる定めの適用にあたって、要件となる事実の誤認や評価の誤り等が

あれば、基準に当てはめて導き出した結果は不合理なものとなることから、支援措置の要

件となる事実の誤認や評価の誤り等の有無についても判断する必要がある（論点２）。 

その際、本件処分においては、請求対象者が法務省要領及び市要領等に基づく支援措置

の対象者となっていることが本件処分に係る判断の前提となっていることから、支援措置

の実施決定が適切になされたか否かを検討することとなる。なお、支援措置実施決定は、

それ自体は、法令に根拠を有しない非処分としての性質を有すると解される。 

上記検討にあたっては、とりわけ、本件審査請求において、審査請求人はＤＶ等を行っ

た事実がなく、具体的にどのようなＤＶ等の行為があって支援措置がなされたかの説明も

ないため本件処分は違法であると主張しているのに対し、処分庁は意見付与機関から付与

された支援が必要との意見に基づき支援を決定しており、法務省要領に則った適法な処分

であると主張していることから、支援措置の判断にあたってどのような確認が必要なのか、

これに基づき合理的な判断がなされたのかどうかが問題となる。 

 

第５ 裁決の理由 

 

１ 審査庁が認定した事実 

（１）令和２年〇月〇日、審査請求人と元配偶者及び子が別居することとなった（令和２

年〇月〇日付け「家事調停申立書」）。 

（２）令和２年〇月〇日、元配偶者が転入前市町村に対して支援措置申出を行い、同月〇

日、支援措置が決定された（転入前市町村の「住民基本台帳事務における支援措置実施

決定通知書」）。 



 

 

（３）令和２年12月24日、元配偶者が大阪市へ転入（元配偶者の個人番号カード）すると

ともに、処分庁に対し、「加害者」欄には審査請求人と記載し、「申出者の状況」欄は

「Ａ 配偶者暴力防止法」を選択し、「併せて支援を求める者」に子の氏名を記載した

「住民基本台帳事務における支援措置申出書」（令和２年12月24日付け大阪市〇〇区長

あて「住民基本台帳事務における支援措置申出書（新規）」）を大阪市〇〇区長あてに

提出し、同日支援措置の実施が決定された（令和２年12月24日付け大阪市〇〇区長あて

「住民基本台帳事務における支援措置申出書（新規）」の処分庁担当者の追記）。 

（４）上記（３）の支援措置にあたって、令和２年12月24日に、意見付与機関が「相談機

関等の意見」欄に記名・押印を行っているが、意思表示の内容を示す「１ 上記申出者

の状況に相違ないものと認める。」、「２ 上記併せて支援を求める者について、申出

者を保護するため支援の必要性があるものと認める。」、「３ １、２以外の場合に、

相談機関等において、特に把握している状況（※一時保護の有無、相談時期等）がある

場合把握している状況」の選択肢のいずれにも、選択を示す印は行っていない（令和２

年12月24日付け「住民基本台帳事務における支援措置申出書（新規）」）。 

（５）上記（４）のような意見付与がなされた支援措置申出書を受け取った処分庁は、意

見付与機関の担当者に口頭で１～３のうち、１及び２である旨の確認を行い、支援の必

要性を判断した（審査会における処分庁の陳述）。 

（６）令和３年５月６日、元配偶者より処分庁あて支援措置の変更申出がなされ、「支援

措置を求めるもの」に、戸籍の附票の写しの交付が追加された（令和３年５月６日付け

「住民基本台帳事務における支援措置申出書（変更）」）。 

（７）令和３年７月６日、審査請求人は、処分庁に対し、請求対象者を子、使用目的を

「確認のため」と記載して、本件申請を行った（令和３年７月６日付け「住民票の写

し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写し等請求書」）。 

 

２ 論点に対する判断 

（１）論点１について 

  ア 法務省要領について 

住民票等の交付事務に関しては、法に則り自治事務として行われているところであ

り、法務省要領が直接的に大阪市の行う住民基本台帳事務の裁量基準となるわけでは

ない。しかし、「国は、市町村に対し、法の目的を達成するため、同法の規定により

市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとするとされている（同法第

31条第１項）ところ、支援措置の運用に関しては、国により事務処理要領が定められ

ているのであるから、各市町村長は、その定めが明らかに法令の解釈を誤っているな

ど特段の事情がない限り、これにより事務処理を行うことが法律上求められていると

いえる」（大阪高裁平成29年（行コ）第158号同30年１月26日判決。以下「大阪高裁

判決」という。）と判示されており、加えて、処分庁の弁明書や審査庁の諮問資料等

によれば、大阪市としても、法務省要領に従って運用することとしていることから、

まず、当該法務省要領が合理的か否かが問題となる。 

本件において法務省要領が問題となるのは、第５‐10のア、イ、及びコの部分であ

り、これらは一体として、住民票の写し等を交付するかどうかの判断基準としての性



 

 

質を有していると考えられる。これに関し、本件処分の適用法条たる法第20条第５項

が準用する第12条第６項は、「市町村長は、第１項の規定による請求が不当な目的に

よることが明らかなときは、これを拒むことができる。」と規定しているところ、法

務省要領では、ＤＶ等の加害者とされる者から請求があったとしても、「不当な目的

があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の３第１項各号、第15条の４第３項各

号、第20条第３項各号若しくは第21条の３第３項各号に掲げる者に該当しないとして

申出を拒否する。」（第５‐10‐コ‐（イ）‐（Ａ））とされている。 

この点、法第12条第１項は、請求対象者の直系尊属に住民票の写し等の交付を請求

する権利を認めているところであるが、当該権利も無制限に認められるものではなく、

請求対象者の保護法益を理由に一定の制限がなされることはやむを得ないところであ

る。 

そして、法務省要領は、「配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、

かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの」（第５‐10‐

ア‐（ア）‐Ａ）等、住所等が知られると支援措置申出者に身体等への危険が生じる

場合に限って、受付市町村長が支援の必要性を確認の上支援措置を行うこととしてお

り、無限定に制限を行うものではなく、住民票等の「請求又は申出に特別の必要があ

ると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者

の了解を得て交付する必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から

交付請求を受けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望まし

い。」（第５‐10‐コ‐（イ）‐（Ａ））として、代替措置を設けることにより、住

民票等を必要とする請求者の目的を達成する方途を残している。 

よって、法務省要領の上記部分は、住民に関する記録の適正な管理を図り、住民の

プライバシー保護に配慮するという法の目的に合致するとともに、国及び地方公共団

体は、配偶者暴力防止法に基づきＤＶ被害者の適切な保護を図る責務を果たす（同法

第２条、第９条）という観点からも合理的なものと言える（大阪高裁判決）。 

イ 市要領について 

市要領の法的な位置付けについては、本要領が公表され、処分庁は本要領に従い事

務を行っていることから、いわゆる「審査基準」に相当するものとなる（ただし、住

民基本台帳事務については、法第32条が行政手続法（平成５年法律第88号）第２章及

び第３章の規定を適用除外としているため、同法による審査基準には該当しない。）。

そこで、当該要領の合理性について検討する。 

市要領では、「加害者からの請求がなされた場合」の対応として、「Ａ 住民票の

写し等の交付申出には、法第12条の３第１項の各号に掲げる者（法第20条３の附票の

写しの交付申出について同じ）に該当しないものとして、法第12条第６項（これを準

用する法第20条１項に係る附票の写しの交付請求についても同じ）に基づき、不当な

目的によるものとして拒否をする。Ｂ ただし、請求（申出）に特別の必要があると

認められる場合には、交付する必要がある機関等からの直接請求を受ける、加害者の

了解を得て交付する必要がある機関等に直接交付することとする。Ｃ 加害者等から

訴訟手続きで被害者の住民票の写し等交付請求があった場合は、裁判所において手続

の教示を受けられることを説明した上で、具体的な手続については裁判所に相談する



 

 

よう案内する。裁判所から、訴訟の被告に関する民事訴訟法第151条若しくは第186条

又は家事事件手続法第62条に基く、被告の住所に関する調査嘱託があればこれに回答

する。」（第７章‐８‐(7)‐②‐ア）とされている。 

これについて、加害者とされる者から請求があれば、Ｂ又はＣの対応を取りつつ、

Ａのとおり拒否するということであるから、法務省要領と矛盾するところはなく、合

理的なものと言える。 

  ウ 結論 

以上、処分庁が基準とした法務省要領及び市要領の該当部分は、いずれも合理的な

ものである。 

（２）論点２について 

 ア 法務省要領における支援措置の必要性の確認方法について 

法務省要領によると、処分庁が支援の必要性を判断するにあたり、「支援措置の申

出者が、配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、暴力によっ

てその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに該当し、かつ、相手方が、そ

の住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の閲覧等を行うおそれがあると認められ

る状況（以下「支援措置が必要な状況」という。）にあるかどうかについて、警察、

配偶者暴力等相談支援センター、児童相談所等に意見を聴取することにより確認を行

う必要がある。」（法務省要領５－10－イ）とされている。市マニュアルも同様の取

扱い（市マニュアル３‐(2)）とされている。 

つまり、支援措置の実施決定にあたっては、処分庁が直接判断するのではなく、Ｄ

Ｖ等について一定の知見を有する第三者の意見や裁判所の決定を踏まえて判断する仕

組みになっている。この点、当該仕組みは、客観性を担保する観点から適切な手続で

あると言え、不合理なものではない。 

  イ 警察等の意見付与機関の意見の確認方法について 

次に、処分庁として、警察等の意見付与機関の意見の確認方法をどのように行うべ

きであるかという点についてであるが、総務省質疑応答通知によると、「ア 当該申

出者（被害者）について、警察署等から事前に電話等で閲覧制限等について連絡がな

されている場合には、申出者が提出する申出書の警察等の意見欄で、警察等の意見を

確認して下さい。」「イ 警察署等から事前に電話等の連絡がない場合にあっては、

申出者の提出した申出書に警察等の意見が付されている場合には、当該警察署等に電

話で当該意見が間違いないことを確認して下さい。」「ウ 警察等の意見欄には意見

が付されていないが、申出者が相談先の欄に警察署等の連絡先を記入している場合に

は、当該警察署等に電話で連絡の上、申出書を警察署等に送付し、書面にて意見を聴

取することが適当です。」等（３－（問４））とされている。 

その総務省質疑応答通知の別紙申請書様式の「申請者の状況」欄には、「配偶者暴

力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又

は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、

住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。」等に該当するかどうかのチェック欄

が設けられ、同様式の「警察等の意見」欄については、「上記申出者の状況に相違な

いものと認める。」に該当するかどうかのチェック欄が設けられているのみである。 



 

 

すなわち、意見付与機関による「申請者が『配偶者暴力防止法第１条第２項に規定

する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれ

があり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行

うおそれがある。』状況にある」との意見が付与されていることが確認できていれ

ば、具体的な被害の内容や危害を受けるおそれについて、別途の行政調査を行うこと

なく支援が必要であるとの判断をする、としたものであると解される。 

さらに、総務省質疑応答通知においては、「原則として文書により警察の意見を確

認することが適当ですが、被害者の保護のため特に必要がある場合には、電話等によ

り意見を聴取し、迅速に手続きを進めることが適当です。」（３－（問４））と示さ

れている。 

本件支援措置の実施にあたって、処分庁は、「上記申出者の状況（申出者が、配偶

者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生

命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的

で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある状況）に相違ないものと認め

る。」、「２ 上記併せて支援を求める者について、申出者を保護するため支援の必

要性があるものと認める。」に該当する旨について、意見付与機関の担当者に口頭で

確認を行ったうえ、支援の必要性を判断しており、法務省要領及び総務省質疑応答通

知の定めに沿ったものである。 

なお、本件における支援の必要性の判断にあたっては、意見付与機関の意見を書面

ではなく口頭で確認しているが、本件は、転入前市町村で支援措置を受けていた者が

大阪市〇〇区に転入後に引き続き支援措置を受けようとする事案であって、このよう

な他市町村からの継続事案においては支援措置の空白期間を作るべきではないことを

勘案すると、「被害者の保護のため特に必要がある場合」に該当するものとして、電

話等により意見を聴取して迅速に手続を進めたことが、違法と評価されるものではな

い。 

  ウ 結論 

以上のとおり、請求対象者への本件支援措置の決定において、支援措置の要件とな

る事実の誤認や評価の誤り等はなく、法務省要領及び市要領等に基づく適法なもので

る。 

 

３ 答申書（又は審理員意見書）と異なる内容になった理由 

 （１）審査会の答申 

行政不服審査会の答申においては、次のとおり判断されている。 

支援措置制度は、支援措置申出者の申出により「加害者」とされた者への意見を聴取

することなく支援措置申出の可否が判断される制度であり、加害者と扱われる者に一定

の不利益を与えるものであるとし、処分庁は、支援の必要性の判断にあたって、「ＤＶ

等について一定の知見を有する第三者の意見を踏まえるとしても、実際に請求があった

際の戸籍の附票の写しの交付等の判断は処分庁の権限かつ責任でなされるものであるこ

とを考慮すると、処分庁が行うべき確認は、意見付与機関に対し、付された意見が間違

いでないかのみを確認するような形式的な確認では足りず、意見付与機関が意見付与に



 

 

あたり、支援措置申出者から聴取したＤＶ等に関する事実関係を確認するなど、処分庁

が意見付与機関に対して判断するに足りる根拠の提示を求め、これを確認することが必

要である」。 

この点、国家賠償請求事件の裁判例においても、支援措置の適法性については、①被

害者要件と②危険性要件に分けて要件充足性の判断を行っていることが認められる（名

古屋高裁平成30年（ネ）第453号同31年１月31日判決・判時2413・2414号41頁。以下

「名古屋高裁判決」という。）とし、少なくとも処分庁が上記意見付与機関に確認する

に際しては、①被害者要件に該当する事実、②危険性要件に該当する事実を確認する必

要がある。 

そして、仮に警察等の意見付与機関が①被害者要件、②危険性要件を判断するに足り

る十分な事実関係を把握していないことが判明した場合には、処分庁は、意見付与機関

に対し、処分庁が判断するのに足りるだけの根拠を提示するよう求めるべきである。 

本件支援措置にあたっての意見付与機関への意見の確認は、意見が間違いでないかの

みを確認するような形式的な確認であり、処分庁は、支援措置申出者が過去どのような

ＤＶ等の被害を受け、また、申出時点においてどのような危険性があるのかについて、

判断を行うに足りる十分な情報を把握できたとは考えられない。 

よって、支援措置実施の可否に係る処分庁の行政調査は、不十分なものであり、処分

庁の元配偶者及び子に対して支援措置を行うべきとの意思決定は、要件判断をするに足

りるだけの十分な情報に基づき行われたとは言えず、法の趣旨に反する違法なものであ

る。 

（２）答申書（又は審理員意見書）と異なる判断とした理由 

答申の見解は、総務省質疑応答通知と比べると、ＤＶ等の被害や今後の危害のおそれ

について住民基本台帳事務を取り扱う市町村長に踏み込んだ事実関係の確認を求めるも

のである。行政処分である戸籍の附票の写しの交付等にかかる判断は、処分庁の権限か

つ責任でなされるものであることから、加害者と扱われる者に一定の不利益を与えるた

めの根拠の精度を高める意味では、有用性を理解できるものである。 

しかしながら、平成25年10月18日付け総務省自治行政局住民制度課事務連絡「ＤＶ等

被害者支援措置における「加害者」の考え方について」によると、「措置の必要性を判

断するために事実関係の確定等を待つこととした場合、その間に申出者の住所が探索さ

れてしまう懸念もあることから、支援措置は、申出内容について、相談機関の意見など

も聞きながら、必要性を判断するスキームとしているものである」とされ、「申出者と

「加害者」欄に記載された者の訴訟が係争中であり確定していない事例も含まれる」と

されていること、また、法務省要領には支援措置の申出を受理するに当たり、当初受付

市町村において加害者の言い分を聴取するための規定や加害者に関する調査をするため

の規定が設けられていないことを踏まえると、法務省要領に基づく支援措置の趣旨は被

害者保護にあり、被害者の安全確保を優先させる趣旨のものである（名古屋高裁判決

P31・P32参照）と考えられる。 

さらに、支援措置制度は、各市町村の自治事務とはされているものの、支援措置の内

容は、住所地市区町村による住民票の写しの交付制限、本籍地市区町村の戸籍の附票の

写しの交付制限などを含み、他の市町村とも連携して実施する必要があり、要領や通知



 

 

の文言に沿って全国的に統一的な運用が求められている。 

これらのことから、加害者と扱われる者に一定の不利益を与えるための根拠の精度を

高めることに比して、被害者の確実な安全確保を優先するため、迅速かつ均一な手続を

実施することとし、総務省質疑応答通知に定められているとおり、意見付与機関による

「申請者が『配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴

力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を

探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。』状況にある」との意

見が付与されていることが確認できれば、他に行政調査を行うことなく支援の必要性が

認められると考える。 

よって、審査会の答申とは異なり、支援措置の必要性の確認は適法に行われていると

判断するものである。 

 

第６ 結論 

  以上のとおり、本件支援措置の決定は適法に行われており、これに基づく本件処分に違

法又は不当な点は認められず、本件審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45

条第２項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

  令和７年５月27日 

 

                  大阪市長  横山 英幸      

 


